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（株）クボタ・西出 智史

1

＜目次＞

＜注記＞
・本文中の「オレンジ色文字」は、資料後半に「補足資料」を添付しています。

設問１ 現在生産している農業機械
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設問２ 現在生産している乗用型の農業機械の国内向け出荷台数
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設問５ 農業機械での事故発生の原因と、事故防止のための取組
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設問６ 主たる用途以外の使用の実態 Ｐ１３
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（例えば、農業機械使用者に対し、作業の安全のために実施して欲しい事項など）
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補足資料 Ｐ１７～Ｐ２６
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（株）クボタ・西出 智史

2

項 目 内 容

１ 現在生産している農業機械
（乗用型のもの）

主なものとして、乗用トラクタ―、コンバイン、
田植機、野菜移植機、野菜収穫機、乗用管理機

トラクター

コンバイン

田植機

野菜移植機

野菜収穫機 乗用管理機
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（株）クボタ・西出 智史

3

項 目 内 容

２ 現在生産している乗用型の農業機械の
国内向け出荷台数（機械ごと、概数）

社外秘データのため、回答を差し控えます。
（日農工統計データを参照願います。）
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項 目 内 容

３ 農業機械使用者等の安全の確保のため
の措置の状況

1）法規・社内技術基準：
農研機構が運用する農業機械安全性検査を
トラクタ、コンバイン、田植機などで可能な
限り受検している。
（トラクタにおける、シートベルトリマインダー

やPTOインターロック装置も順次採用予定）
なお、上記検査以外に、「各種法規制」や
「社内技術基準」へも準拠させている。
①各種法規制（機種毎に異なるため一例）
・ 道路運送車両の保安基準
・ 排ガス規制 等

② 社内技術基準
・ 品質保証体制規定
・ 製品安全体制規定
・ 各技術部基準（チェックリストや評価） 等

※販売終了後30年以上を経た旧型トラクタに対し
安全フレーム＆シートベルトの後付けキットを
復刻販売している。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

３ 農業機械使用者等の安全の確保のため
の措置の状況

2）教育・点検整備：

機械を安全に正しく取扱い頂くと共に、機械
そのものが安全な状態を維持できるよう販売店
等を通じ取組みを実施中。

①納品時のユーザーに対する取扱説明・試
運転指導を制度化し、販売店等に対しその
完全履行を求めている。
②納品１年後又は、１シーズン終了後の
点検整備（ユーザーの費用負担なし）も
同様に制度化している。
③納品２年目以降は、ユーザーの稼働状況に
応じ、「プロによる点検整備」をメーカーや
販売店等から呼び掛け提案実施中。
④一方、ユーザー自身が日常点検を行う
「セルフメンテナンス」について作業要領を
公開し推奨中。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

４ 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
の取組状況（本質安全化、ユーザーへの
情報提供、教育研修等含む）

1）本質安全化：
社内基準・社外基準の両面でチェックを
行い、リスクを低減している。
具体例としては以下の通り。

・設計段階から機械毎にリスクに対する
低減策をリストにして対策している。

・更に、試作段階でも現物を見ながら確認
を行い安全を確認している。

・安全性検査を積極的に受検している。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

４ 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
の取組状況（本質安全化、ユーザーへの

情報提供、教育研修等含む）

2）ユーザーへの情報提供：

本質安全化等が難しい場合は、残留リスク
を警告ラベル／取扱説明書で伝達している。
取説冒頭に纏めて確認事項［警告ラベルの
図示含む］を記載、加えて各作業の説明
記載文中に、都度「危険・警告・注意」
事項を記載している。
更に、安全啓発活動として、ホームページ
からの直接情報配信や販売店等を通じた
情報提供・安全指導（展示会を通じた情報発信、

安全教育、日常活動の中での指導）を実施して
いる。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

４ 「機械の包括的な安全基準に関する指針」
の取組状況（本質安全化、ユーザーへの

情報提供、教育研修等含む）

（参考）安全教育啓発活動（'23年実績）：
①展示会・実演会で安全コーナー設置。

②ユーザーへの訪問時に安全チラシ等説明。
③製品研修会やメンテナンス研修会等で
実機を使い安全ポイントを説明。

①～③合計・延べで2350回、2.2万人に
安全啓発活動を実施。

また、農業機械を納品後、試運転を行う際
には、安全を含めて取扱説明を実施。
（説明後、取扱説明確認カードにユーザー
からサインを頂いている。）

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

５ 農業機械での事故発生の原因と、事故
防止のための取組（構造上の課題や
対応の見込み、高齢者対策等）

1）事故原因・事故防止取組：
①社内独自のイエローカード(＝事故情報
収集様式）を用いて、事故情報を全国の
販売店等から収集している。
設計開発を含めた社内関係者に連絡し、
次期設計開発に織り込む仕組みがあり
運用している。

②上記の内、直近4ケ年：人身事故約70件超
a:人身事故中、ﾄﾗｸﾀ：38%、ｺﾝﾊﾞｲﾝ：27%

（2機種で 65％を占める）
b:事故災害区分では、2機種合計で転倒
転落：63％、挟まれ巻込まれ：27%

（2つで 90%を占める）
(補足資料 グラフ１参照)

c:ﾄﾗｸﾀの災害区分では、転倒転落：64％、
挟まれ巻込まれ：29%、その他：7%

(補足資料 グラフ２参照)

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

５ 農業機械での事故発生の原因と、事故
防止のための取組（構造上の課題や
対応の見込み、高齢者対策等）

d:ｺﾝﾊﾞｲﾝの災害区分では、転倒転落：60%

挟まれ巻込まれ：25%、機械との接触＆
その他：15%  (補足資料 グラフ３参照)

e:農業機械使用中の事故傾向は、高齢者の
使用による事故が多い。クボタで収集して
いる事故情報でも傾向は同じ。
（農機死亡事故数は65歳未満なら建設業界と

同程度だが、65歳以上に限定すると3倍）
［H30年農水省データ］

https://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/s

hibou/pdf/20200501press-ref.pdf

f:転倒に関する事故が多い。トラクタの場合
ROPS［転倒時保護構造、安全フレーム］と
シートベルトを提供しているが、ユーザ
未装着による事故が多い。
メーカ／ユーザ努力に加え、行政等による
圃場環境の整備や啓発が必要と考えている。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

５ 農業機械での事故発生の原因と、事故
防止のための取組（構造上の課題や
対応の見込み、高齢者対策等）

③分析結果に応じ、安全啓発のチラシや
動画を更新。
重篤災害発生時には注意喚起通達を
発行し、全国販売店等を通じて、
ユーザー訪問時等に注意喚起をしている。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

５ 農業機械での事故発生の原因と、事故
防止のための取組（構造上の課題や
対応の見込み、高齢者対策等）

2）アフターサービスでの事故防止対応：
ユーザーへの安全指導においては、
転倒・転落の対策以外に、死角への注意、
点検整備時のエンジン停止、合図の徹底、
正しいトラックへの積み降ろし手順など、
重大事故を防ぐポイントを啓発チラシに
纏めて、販売店等と協力して指導・啓発を
実施中。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

６ 主たる用途以外の使用の実態 1）装着不可インプルの装着
トラクタにて、装着可としていないイン
プルメントが使用されるケースがある。
重心が高くなり、前後・横方向にシフト
する事で、傾斜地での機体バランスが
悪化し、転倒要因になる可能性がある。
又、過搭載・過負荷による思わぬ機体
損傷の要因になる可能性もある。
メーカーとして、各トラクタのインプル
リミテーションを明確にし、トラブルを
低減する活動は実施している。

2）二人乗り作業
トラクタ、田植機等で取扱説明書にて
禁止している二人乗り作業が行われる
ケースがある。
機体バランスの悪化による転倒の要因に
なる可能性がある。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

７ 農業機械の安全対策についてメーカー
として考えている課題（例えば、農業
機械使用者に対し、作業の安全のため
に実施して欲しい事項など）

1）行政へのお願い（制度等の周知徹底）
①ユーザーに対して、厚労省、農水省から十分な

周知徹底をお願いしたい。

②「受講時間（座学＋実技）× 対象機種数 × 受講

人数を猶予期間何年で研修できる体制整備を」

と厚労省から示して欲しい。

③ユーザーの安全確保を徹底する為に工程管理、

作業標準の作成が非常に有効である事から、

その必要性について農水省から啓発・教育を

お願いしたい。

各ほ場（大きさ、傾斜、地盤、畦畔状況、出入口等）

や各作業の特性から危険個所や事故要因を分析

し、不安全行動をしない・させない工程管理

及び作業標準が必要。

④未だ十分な周知が図られていない農耕用大特

免許の取得、及び作業機付きトラクタの公道

走行に関わる保安基準の順守も合わせて周知

徹底願いたい。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

７ 農業機械の安全対策についてメーカー
として考えている課題（例えば、農業
機械使用者に対し、作業の安全のため
に実施して欲しい事項など）

2）ユーザーへのお願い
①点検整備の徹底
・「作業前点検・ユーザーセルフ点検」
作業前のユーザーのセルフ点検等の徹底に
より防げる事故があると考える。

・「プロによる定期点検・メンテナンス」

定期的にプロが機体や部品の損傷・損耗を診
断し、ユーザーと相談の上、必要な処置をす
ることで、事故や故障を未然に防げる場合が
あると考える。

補足：
上記観点のもと両点検実施をメーカー及び
販売店等から提案強化中。
只、最終的な実施判断は、ユーザーの
判断となる為、実施のバラツキが一定程度
あるのが現状。

（株）クボタ・西出 智史
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項 目 内 容

７ 農業機械の安全対策についてメーカー
として考えている課題（例えば、農業
機械使用者に対し、作業の安全のため
に実施して欲しい事項など）

② ２S・３S・４S・５S（整理・整頓・
清掃・清潔・躾）＋１S（安全）は、
GAPのキホン。

特にその中でも「製品の清掃」を徹底して頂
くことをお願いしたい。
清掃不足は、製品の機能・性能の１００％
発揮を阻害するだけでなく、製品の腐食・
錆による劣化が起因の事故発生や、藁くずの

溜まりなどが起因となる火災事故等に繋がっ
てしまう事が一部ある。

清掃不足による事故、災害防止の為、日頃か
らの製品の清掃徹底を実施願いたい。

（株）クボタ・西出 智史
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【項目３ 補足】クボタのメンテナンスプログラム（イメージ図）

（株）クボタ・西出 智史
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【項目３補足】（メンテナンスブック初回無料点検制度）
対象機種：トラクタ(15PS～)、コンバイン(3条刈～、普通型)、乗用田植機(6条植～)

（株）クボタ・西出 智史
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【項目３・項目７補足】（プロによるメンテナンス）
自社ホームページの中で、下記の通りプロによるメンテナンスをユーザーへ周知中。
https://agriculture.kubota.co.jp/after-support/maintenance/index.html

（株）クボタ・西出 智史
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【項目３・項目７補足】（セルフメンテナンスについて）
自社ホームページの中で、下記の通りセルフメンテナンス情報をユーザーへ周知中。
https://agriculture.kubota.co.jp/after-support/self-maintenance/index.html

（株）クボタ・西出 智史

-21-



21

【項目４補足】（取扱説明書）

取説冒頭にイエロー紙面で安全関連の情報を集中記載（下記は一部頁をサンプル抜粋）
https://agriculture.kubota.co.jp/after-support/manual/

（株）クボタ・西出 智史
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【項目４補足】（安全啓発活動（「安全な農作業のキホン」ホームページ））

安全啓発活動として、ホームページから各種安全関連情報をユーザーに配信している。
https://agriculture.kubota.co.jp/agriinfo/useful/safety/

（株）クボタ・西出 智史
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【項目４・項目５ 補足】（農作業安全啓発チラシ）
「まずはこれから」「トラクタ」「コンバイン」「田植機」「ミニ耕うん機」「草刈機」の６編を提供

「安全な農作業のキホン」
ホームページで閲覧、
ダウンロードが可能。

講習会、展示会、ユーザー
訪問で配布している。

（株）クボタ・西出 智史
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【項目４補足】（取扱説明確認カード）

納品時、ユーザーへの説明後、取扱説明確認カードにサインを頂いている

（株）クボタ・西出 智史
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【項目５ 補足】（事故原因・事故防止取組)

（株）クボタ・西出 智史
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【項目５ 補足】（圃場環境の見直し）
圃場環境の整備も農作業安全には重要な課題と考える。ついては、下記の通り自社ホーム
ページの中で圃場環境の見直し、安全対策の進め方をユーザーへ周知中。
https://agriculture.kubota.co.jp/agriinfo/news/post_41979.html

（株）クボタ・西出 智史
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                                （注）※印の欄には記入しないこと。 

※ 管 理 番 号          

※ 受 付 年 月 日           年   月   日 

                    

製 品 名  

品名（ブランド名）  

機種・型式等 
 

（生産国名：            ） 

事故発生年月日         年   月   日  午前・午後     時頃 

火 災 の 有 無 1.有 2.無 一酸化炭素中毒の有無 1.有 2.無 製品被害の有無 1.有 2.無 

人 的 被 害 区 分 

①死亡（ ）名  

②負傷又は疾病（治療に要する期間が 30 日以上のもの）（ ）名 

 

（以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入すること。） 

1.視覚障害（ ）名 2.聴覚又は平衡機能の障害（ ）名 3.嗅覚の障害（ ）名 

4.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害（ ）名 5.肢体不自由（ ）名  

6.循環器機能の障害（ ）名 7.呼吸器機能の障害（ ）名  

8.消化器機能の障害（ ）名 9.泌尿器機能の障害（ ）名 

③負傷又は疾病（治療に要する期間が 30 日未満のもの）（ ）名 

 

（以下の後遺障害が発生した場合は、該当する障害の延べ人数を記入すること。） 

1.視覚障害（ ）名 2.聴覚又は平衡機能の障害（ ）名 3.嗅覚の障害（ ）名 

4.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害（ ）名 5.肢体不自由（ ）名  

6.循環器機能の障害（ ）名 7.呼吸器機能の障害（ ）名  

8.消化器機能の障害（ ）名 9.泌尿器機能の障害（ ）名 

④人的被害なし 

事 故 内 容 

①事実関係 

 

 

 

 

同一機種による類似事故の発生件数：    件（本件を除く。） 

②事故発生の原因 

1.設計不良 2.製造不良 3.使用部品又は材料の不良 4.経年劣化 5.表示の不備  

6.取扱説明書の不備 7.据付・工事の不良 8.その他（         ） 

（以下、詳細を記述すること。） 

 

 

 

 

③事故に係る再発防止の措置 

1.製造の中止 2.輸入の中止 3.販売の中止 4.製品の改良 5.製造工程の改善 

6.品質管理の強化 7.製品の回収 8.製品の点検・修理 9.消費者に注意喚起 

10.表示の改善 11.取扱説明書の改善 12.特に措置しない 13.その他（        ） 

（以下、今後販売する製品及び既販品に係る再発防止措置について、詳細を記述すること。） 

 

 

 

 

④当該事故原因を調査した機関等の名称及び連絡先 

（名称）： 

（連絡先）： 

⑤事故品を保管している機関等の名称及び連絡先 

（名称）： 

（連絡先）： 

事故を認識した 

契 機 と 日 

（認識した契機）： 

 

 

報 告 書 
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（認識した年月日） 

年   月   日  午前・午後     時頃 

事故発生場所 
●（住所）： 

（具体的場所）： 

  

☆当該機種・型式等

の 製 品 に 関 す る 

製造時期及び数量 

（時期）：   年   月   日 から   年   月   日まで 

（数量）： 

☆当該機種・型式等

の 製 品 に 関 す る

輸入時期及び数量 

（時期）：   年   月   日 から   年   月   日まで 

（数量）： 

☆当該機種・型式等

の 製 品 に 関 す る

販売時期及び数量 

（時期）：   年   月   日 から   年   月   日まで 

（数量）： 

  

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基づく本報告書の開示請求があった際、

☆印の項目に係る記載内容を開示することについて特段の支障がある場合は、以下の□を黒く塗りつぶすこと。 

□ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求があった際、☆印の項目に係る記載内容を開示する

ことについて特段の支障がある。 

 

製造・輸入事業者の 

名 称 及 び 所 在 地 

（名称）： 

（報告者の業種）１.製造事業者   ２.輸入事業者 

（届出の有無）１.有（根拠となる法律名：             ）  ２.無 

（所在地）： 

（電話番号）： 

（担当部署）： 

（担当部署電話番号）： 

●（担当者役職）： 

●（担当者氏名）： 

所属の業界団体名

及 び 同 所 在 地 

（名称）： 

（所在地）： 

（電話番号）： 

（備考） １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

２ ●印の項目に係る記載内容（事故発生場所（住所）については、町村以下の部分に限る。）については、行政機関の

保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求があった場合においても原則不開示とするが、法人役員の役職及

び氏名その他既に公表されているものについては開示される。 
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                                （注）※印の欄には記入しないこと。 

※ 管 理 番 号  

※ 受 付 年 月 日   年   月   日 

   

①

被 害 者 

ﾌﾘｶﾞﾅ  性別 1.男   2.女 

    ●（年齢：    歳） 
（姓） 

 

（名） 

（住所） 

                      （電話番号）  

  

購入先企業名（       ） 

 

②

人 的 被 害 内 容 

1.死亡 2.負傷又は疾病（治療に要する期間が 30 日以上のもの） 

3.負傷又は疾病（治療に要する期間が 30 日未満のもの）  

③

人 的 被 害 区 分 

1.骨折 2.打撲 3.裂傷 4.擦過傷 5.火傷 6.皮膚障害  7.視覚障害  

8.聴覚又は平衡機能障害 9.嗅覚機能の障害  10.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害  

11.肢体不自由 12.循環器機能の障害 13.呼吸器機能の障害 14.消化器機能の障害  

15.泌尿器の機能の障害  16.一酸化炭素による中毒  

17.一酸化炭素以外の中毒（       ） 18.窒息 19.感電 20.その他（      ） 

④

治 癒 状 況 
1.完治 2.治療中 3.不明    全治（   日間・内入院   日間・通院    日間） 

●⑤

被 害 者 の 要 望 

1.被害金額の弁償 2.製品の交換 3.修理・点検 4.引取り（代金返済） 5.慰謝料 

6.調査・原因究明 7.謝罪（他の要望なし） 8.その他（       ） 9.要望なし 

（内容） 

 

 

 

 

 

●⑥

被害者への措置 

1.被害金額の支払 2.製品交換 3.部品交換 4.修理・点検 5.部品提供 

6.引取り（代金返済） 7.慰謝料の支払 8.事故原因等の説明 9.見舞金の支払 

10.特に措置しない 11.被害者と交渉中 12.係争中（裁判等）13.謝罪  

14.その他（        ） 

前項 2.～5.において 1.有償  2.無償 被害者の反応 1.納得 2.納得しない 

（内容） 

 

 

 

 

（提示金額：          円）  （支払金額：              円） 

   （注）被害者が複数存在する場合には、被害者ごとに記入すること。 

 

⑦ 

事故製品の所有者 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

（姓）： 

 

（名）：  

（住所）                         

                      （電話番号）  

⑧ 

製品の購入等年月

日 及 び 入 手 先 

     年    月   日購入    製品の使用期間     年   ヶ月使用 

1.デパート 2.スーパーマーケット 3.一般商店 4.専門店 5.量販店 6.ホームセンター  

7.通信販売 8.中古品販売店 9.共済組織等 10.製造事業者 11.輸入事業者  

12.その他（          ） 13.不明 

 

参 考 資 料 
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⑨ 

貼付されている 

マーク等の名称 

 

取扱説明書の有無 1.有 2.無 3.不明 

保証書添付の有無 1.有 2.無 3.不明 

保証書の有効期限 購入日・製造日より   年  月 

 

（備考） １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

２ 本資料は、報告書（内閣府令第３条様式第一）の情報を補完するためのものであり、報告は任意である。 

３ 報告の際は、適宜、製品事故に関する写真、図等を添付すること。 

４ 上記①の太線で囲まれた欄に情報を記載する場合は、当該情報を上記②～⑥の欄の情報と併せて国に提供することを、

被害者本人に同意を得る必要がある（ただし、上記①の太線で囲まれた欄に情報を記載しない場合は、同意は不要。）。 

５ 上記⑦の太線で囲まれた欄に情報を記載する場合は、当該情報を上記⑧の欄の情報と併せて国に提供することを、事

故製品の所有者本人に同意を得る必要がある（ただし、上記⑦の太線で囲まれた欄に情報を記載しない場合は、同意

は不要。）。 

６ 上記①及び⑦の太線で囲まれた欄（住所については町村以下の部分に限る。）及び●印の項目に係る記載内容は、行

政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基づく開示請求があった場合においても原

則不開示とするが、既に公表されているものについては開示される。 
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